
 
 

 

 

要約筆記とは、聴覚障がい者に、その場で話されている内容を聞いて要約し、文字にして伝

える通訳です。県や市町には要約筆記者を派遣する事業があり、その担い手を養成します。 
 

目 的 
要約筆記者を養成することにより、県及び市町の要約筆記者派遣事業を充実させ、

聴覚障がい者の自立と社会参加を促進することを目的に実施します。 

募 集 内 容 

及 び 定 員 

手書きコース ・ パソコンコース  各１２名 
※両方のコースを同時に受講することもできます。 

条 件 

◆両コース共通 

・18 歳以上であること（面接日時点）。 ・面接に出席できること。 

・全日程の８割以上、出席ができること。 

・資料の送受信のためパソコンのメールまたは FAX が使えること。 

・修了後に認定試験を受験し、県や市町の派遣依頼に協力できること。 

・センター主催の他の講座と重複して受講することはできません。 

◆パソコンコース 

・自分専用のノートパソコンを持参できること。 

（OS は Windows 11 以上、有線 LAN が使えること。） 

・パソコンの基本操作、タッチタイピングを習得していること。 

・日常的にパソコンを使用していること。 

実施日程 
令和７年６月～令和８年２月頃 

※詳細は裏面を参照 

会 場 三重県社会福祉会館内（津市桜橋 2 丁目 131） 

受 講 料 

無  料  ※ただし、テキスト代と消耗品の実費が必要です。 

＜手書きコース＞  テキスト代（４，０００円程度） 

＜パソコンコース＞ テキスト代（６，８００円程度） 

※両方のコースを同時に受講される場合は６，８００円程度 

面 接 

＜日 時＞ ５月 24 日（土） ※時間は申込み者にご連絡いたします。 

＜会 場＞ 三重県聴覚障害者支援センター（三重県社会福祉会館 5 階） 

＜内 容＞ （手書き文字またはパソコン操作の）スキル確認、面接 

＜持ち物＞ （パソコンコースの方は）ノートパソコン 

＜備 考＞ 面接で受講の可否を決定します。 

  

三重県要約筆記者養成講座  受講者募集！ 
 

主催：三重県  実施主体：三重県聴覚障害者支援センター  



  

申込み方法 

◆手書きコースにお申込みの場合（郵送またはメール） 

＜郵送の場合＞ 

・申込み書（別紙）と志望動機 約 300 文字（書式自由）をあわせて郵送。 

＜メールの場合＞ 

・メール本文に志望動機 約 300 文字を入力し、申込み書を添付しメールで送信。 

（申込み書はホームページよりダウンロード） 

・メールの件名は【申込み】要約筆記者養成講座（手書きコース）としてくださ 

い。 
 

◆パソコンコースにお申込みの場合 

＜メールのみ＞ 

・メール本文に志望動機 約 300 文字を入力し、申込み書を添付しメールで送信。 

（申込み書はホームページよりダウンロード） 

・メールの件名は 【申込み】要約筆記者養成講座（パソコンコース）  として 

ください。 
 

◆両方のコースにお申込みの場合 

＜メールのみ＞ 

・メール本文に志望動機 約 300 文字を入力し、申込み書を添付しメールで送信。 

（申込み書はホームページよりダウンロード） 

・メールの件名は  

【申込み】要約筆記者養成講座（手書きコース、パソコンコース）  として 

ください。 
 

※メールでお申し込みの方へ 

お申込みののち、数日経っても受信連絡がない場合はご一報ください。 

面接日程の連絡等には、申込時のメールアドレスを使用します。 

下記アドレスからのメールを受信できるよう設定をしておいてください。 

申込み締切 
＜郵 送＞  ５月 15 日（木）必着  

＜メール＞  ５月 15 日（木）１７時受信分まで 

お 問 合 せ 

申 込 み 先 

三重県聴覚障害者支援センター 

〒514-0003 津市桜橋 2 丁目 131 

TEL 059-223-3302 ／ FAX 059-223-3301 

メール deaf.mie-center@vivid.ocn.ne.jp 

ホームページ http://www.deaf-mie-center.com/ 

 


